
別記様式第７号

新 規 事 業 箇 所 調 書

調書作成年月日 平成２２年 ２月 ９日

事 業 担 当 課 森林整備課

事 業 名 予防治山事業（ 北沢 ） 補助・単独の別 補助 事業主体 県
きたざわ

施行地名 登米市東和町米川字町裏 地内 管理主体 県
とめしとうわちようよねかわあざまちうら

根拠法令 森林法

事業目的

本地区は周辺地域の稲作農業の重要な水源となっている一級河川「二股川」の支流部に位

置しており，急峻な地形であることから豪雨等により荒廃する要因を有している渓流である

が，近年の台風等により渓流の荒廃が著しく進行し，荒廃森林からの生産土砂が下流域に流

失するきざしがあることから，治山事業により荒廃傾向にある渓流等の荒廃危険地の崩壊等

を未然に防止する。

事業内容

治山ダム ４基

事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

国 県 市町村 その他

( )

内用地費 [ 50 %] [ 50 %] [ %] [ %]

0.30億円 億円 0.15億円 0.15億円 億円 億円

事業期間

事 業 期 間 平成２２年度（１年間）

用地買収着手予定年度 平成 － 年度 工 事 着 手 予 定 年 度 平成２２年度

施設管理の予定

県が維持管理を行う。
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上位計画等

治山事業は，森林法に基づく「森林保全整備事業計画」により，豪雨等による山地災害を

防止するとともに，これによる被害を 小限にとどめ地域の安全性の向上に資するため，保

治山施設の設置と機能が低下した保安林の整備等を推進することとしている。

県においても，「治山事業実施方針」により山地災害の復旧及び未然防止に努めることと

しており，本地区で指定された山地災害危険地区での治山対策を推進している。

事業を巡る社会経済情勢等

○社会経済情勢

＊災害発生時の影響

保全対象：人家５０戸，公道570ｍ

＊過去の災害実績

被害が発生した災害実績は無いが，近年の度重なる豪雨等により，本地区から流下

した土砂により満砂状態となっていることから，現況を放置した場合，更に不安定土

砂が堆積し，下流の集落に土砂が流下する等する可能性が高い。

○地元情勢、地元の意見

＊地域の協力体制等

・地元自治体による山地防災パトロール等の実施

・土砂流出防備保安林指定地

・山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区）指定地

事業効果

○想定される事業効果

治山ダムの設置により，荒廃のきざしのある渓流に存する不安定土砂を固定することに

より，山地に起因する災害から直下の保全対象範囲の生命･財産などが保全される。
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関連事業の概要・進捗状況等

特になし。

代替案との比較検討

荒廃のきざしのある渓流の渓床に堆積した不安定土砂の移動及び流下を抑制するため，こ

れら抑止機能を高度に発揮する治山ダムを採用している。

コスト縮減計画

治山ダムの設置予定箇所において浅い表層に覆われた岩盤が確認できることから，堤体と

間詰を同時打設する等，詳細調査結果に応じて積極的なコスト縮減を検討する。

費用対効果

根拠マニュアル：林野公共事業における事前評価の手引き （平成２０年版）

社会的割引率： ４ ％
便益算定期間： ５０ 年
基 準 年：平成２２年

費 建設費 ２５，０００千円

用 維持管理費

項 総費用 ２５，０００千円

目 現在価値（Ｃ） ２５，０００千円

便 水源かん養便益 １５５，７７４千円

益 災害防止便益 １６９，６７５千円

項

目 総便益 ３２５，４４９千円

現在価値（Ｂ） ３２５，４４９千円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） １３．０２
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地域指定状況等

特になし。

影響と対策

事業の実施に当たっては，治山ダム設置予定箇所に隣接する林業用作業道を 大限に活用

し，新たな仮設道の開設等を行わない等，土工による生産土砂を必要 小限抑制する計画し

ている。

事業箇所評価結果

評点による順 予算化された箇所数 評価結果と予算への反映状況が異なる場合の理由
位 （低順位にもかかわらず予算化された理由）

予防治山事業（新規事業箇所） －

２位／４ ３ 箇所

対応方針

事業実施
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（参考資料）

位

置

図

平面図
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現況写真

（既設治山ダムの不安定土砂堆積状況）

※

既設治山ダムにより土

砂が流下せず堆積して

いるが，上流部におい

て治山ダムを新設しな

い場合，さらに土砂が

堆積する恐れがあり，

既設ダムを越流して下

流の集落に流下する可

能性がある。

（治山ダム設置予定箇所）

※既設ダムの上流に設置予定。上流においても渓岸の浸食や不安定土砂の堆積が確認でき，早期の対

策が望まれる。
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治山ダム構造図
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